
�愛媛県告示第１２２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松前町北伊予土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１４年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１２３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市旦之上土地改良区から次のとおり役員が退

任した旨の届出があった。

平成１４年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�愛媛県告示第１２３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 斎 藤 富士一 新居浜市萩生１４３６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 幸 男 伊予郡松前町大字徳丸６５８番地

〃 弓 立 文 明 伊予郡松前町大字徳丸１２１３番地２

〃 門 屋 勇 伊予郡松前町大字徳丸１１６７番地

〃 本 多 正 仁 伊予郡松前町大字中川原５８４番地

〃 本 多 戌 伊予郡松前町大字中川原５９２番地

〃 加 藤 満 雄 伊予郡松前町大字中川原５５９番地

〃 西 村 哲 雄 伊予郡松前町大字出作６７９番地

〃 弓 達 武 明 伊予郡松前町大字出作１７９番地

〃 高 石 圭 三 伊予郡松前町大字神崎３４４番地３

〃 水 口 誓 雄 伊予郡松前町大字神崎８９３番地

〃 野 本 忠 雄 伊予郡松前町大字神崎６８３番地

〃 相 原 隆 志 伊予郡松前町大字鶴吉３５０番地

〃 橋 本 密 雄 伊予郡松前町大字鶴吉１１６３番地

〃 徳 本 義 信 伊予郡松前町大字横田７１８番地３

〃 高 市 賢 一 伊予郡松前町大字大溝５８９番地１

〃 渡 部 良 重 伊予郡松前町大字永田４７５番地

〃 松 田 清太郎 伊予郡松前町大字東古泉３４９番地

監 事 窪 田 直 記 伊予郡松前町大字中川原５５９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊賀上 芳 樹 伊予郡松前町大字徳丸４８０番地１

〃 渡 部 幸 男 伊予郡松前町大字徳丸６５８番地

〃 弓 立 文 明 伊予郡松前町大字徳丸１２１３番地２

〃 山 本 勲 伊予郡松前町大字中川原６０４番地

〃 本 多 乙 夫 伊予郡松前町大字中川原５７８番地１

〃 窪 田 直 記 伊予郡松前町大字中川原５５９番地

〃 西 村 哲 雄 伊予郡松前町大字出作６７９番地

〃 神 野 昌 孝 伊予郡松前町大字出作３１５番地

〃 高 石 圭 三 伊予郡松前町大字神崎３４４番地３

〃 水 口 誓 雄 伊予郡松前町大字神崎８９３番地

〃 野 本 忠 雄 伊予郡松前町大字神崎６８３番地

〃 相 原 隆 志 伊予郡松前町大字鶴吉３５０番地

〃 白 石 勝 見 伊予郡松前町大字鶴吉１１６３番地

〃 日 野 栄 蔵 伊予郡松前町大字横田３５４番地

〃 高 市 賢 一 伊予郡松前町大字大溝５８９番地１

〃 向 井 繁 明 伊予郡松前町大字永田３４番地

〃 早 瀬 哲 夫 伊予郡松前町大字東古泉１４５番地

監 事 八 束 文 雄 伊予郡松前町大字徳丸５番地１

〃 伊賀上 克 明 伊予郡松前町大字鶴吉９１６番地

〃 松 田 清太郎 伊予郡松前町大字東古泉３４９番地

〃 神 野 昌 孝 伊予郡松前町大字出作３１５番地

〃 日 野 栄 蔵 伊予郡松前町大字横田３５４番地
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１４年６月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１０，９４０

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２１９

� 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 ４０３，６４７

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

�愛媛県告示第１２３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２３３号
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、次のとおり基幹道路の改築工事を愛媛県

において実施する。

平成１４年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡小田町大字本川３９４６番地先から

同大字３９３１番まで

旧 ５．５～１８．０ ０．０６５

新 ５．５～１８．０
５．０～１８．０

０．０６５
０．１０５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡小田町大字本川３９４６番地先から

同大字３９３１番まで
平成１４年７月５日

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 工事の開始の日

野 村 町 町 道
阿 下

線
釜 川

東宇和郡野村町大字阿下２号９１８番３地先から

同大字２号３８１番１地先まで
改 築 平成１４年６月２５日

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の
数

松 山 市 ３７６，０５１ １２５，３５１

今 治 市 ９４，８５１ ３１，６１７

宇 和 島 市 ５０，３０５ １６，７６９

八 幡 浜 市 ２６，９３１ ８，９７７

新 居 浜 市 １０３，６４１ ３４，５４７

西 条 市 ４６，８７７ １５，６２６

大 洲 市 ３０，６４５ １０，２１５

川 之 江 市 ３０，６６０ １０，２２０

伊 予 三 島 市 ３０，１６９ １０，０５７

伊 予 市 ２４，６７２ ８，２２４

北 条 市 ２３，７５４ ７，９１８

東 予 市 ２７，０２２ ９，００８

宇 摩 郡 １６，０５３ ５，３５１

周 桑 郡 １９，４３３ ６，４７８

越 智 郡 ５９，８７５ １９，９５９

温 泉 郡 ３２，９５８ １０，９８６

上 浮 穴 郡 １３，６６６ ４，５５６

伊 予 郡 ５１，５１６ １７，１７２

喜 多 郡 ２５，６１６ ８，５３９

西 宇 和 郡 ２７，９６０ ９，３２０

東 宇 和 郡 ３１，５６１ １０，５２１

北 宇 和 郡 ４２，６６９ １４，２２３

南 宇 和 郡 ２４，０５５ ８，０１９
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平成１４年６月２５日 発行
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